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資料編 

（１）国東市地球温暖化対策実行計画協議会 

 

国東市地球温暖化対策実行計画協議会委員 

任期：2023 年 9 ⽉ 8 ⽇〜2025 年 9 ⽉ 7 ⽇ 

区分 ⽒名 所属 役職 

1 学識経験者 ⼤上 和敏 ⼤分⼤学 教育学部 教授 

2 市⺠代表 德丸 俊⽂ 国東市区⻑会 会⻑ 

3 市⺠代表 笹野喜代⼦ 国東市地域婦⼈会 会⻑ 

4 市⺠代表 河野 ⾥美 国東市地球温暖化防⽌協議会 会⻑ 

5 市⺠代表 海原 明⼦ ＮＰＯ法⼈国東市⼿と⼿とまちづくりたい 副理事⻑ 

6 事業者代表 秋⽥ 泰義 国東市商⼯会 会⻑ 

7 事業者代表 ⻲井 ⾼法 くにさき企業会 
株式会社九電⼯ 国東営業所 

会員 
所⻑ 

8 事業者代表 林   孝 国東森林組合 組合⻑ 

9 関係⾏政機関 本⽥ 顕⼦ ⼤分県東部保健所国東保健部 
健康安全・衛⽣課 課⻑ 

10 関係⾏政機関 河村  任 国東市環境衛⽣課 課⻑ 
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（２）計画策定の経緯 

 

⽇付 内容 

2023 年 9 ⽉ 7 ⽇ 国東市地球温暖化対策実⾏計画協議会発⾜・任命式 
 第 1 回国東市地球温暖化対策実⾏計画協議会 

2023 年 12 ⽉ 26 ⽇ 第 2 回国東市地球温暖化対策実⾏計画協議会 
2024 年 1 ⽉ 19 ⽇ 

〜2 ⽉ 5 ⽇ 
パブリックコメントの実施 

2024 年 2 ⽉ 22 ⽇ 第 3 回国東市地球温暖化対策実⾏計画協議会 
2024 年 3 ⽉ 「国東市地球温暖化対策実⾏計画（区域施策編）」発⾏ 
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（３）地球温暖化対策に関わる国際的な動き 

地球温暖化対策に関わる国際的な主な動きは以下のとおりです。 

 

■地球温暖化対策に関わる国際的な主な動き 

年次 主な出来事 

2018 年 

気候変動枠組条約第 24 回締約国会議（COP24）開催。パリ協定の実施指針を採択した。実施指針では、
途上国を含むすべての国が温室効果ガス削減の実施状況を詳しく報告し、専⾨家が 2 年に 1 度、検証す
る⽅法が決まったほか、途上国にどの程度の資⾦⽀援を⾏う予定か、可能な範囲で国連に報告すること
が先進国に義務づけられた。 

IPCC がとりまとめた「1.5℃特別報告書」では、地球温暖化を 1.5℃に抑制するためには、CO2 排出量が
2030 年までに 45％削減され、2050 年頃には正味ゼロに達する必要があることなどが⽰された。 

2019 年 

気候変動枠組条約第 25 回締約国会議（COP25）開催。市場メカニズムの実施指針の交渉が焦点となっ
たが、すべての論点について完全な合意には⾄らなかった。また、ロス＆ダメージ（気候変動の影響に
伴う損失と損害）に関するワルシャワ国際メカニズム（リスク管理に関する知⾒の共有等を促進するも
の）のレビューが実施された。 

2021 年 

⽶国主催の下で気候サミットが開催され、参加各国が、2030 年を⽬標年とする「⾃国の貢献する決定
（NDC）」のさらなる引上げや、脱炭素化に向けた取組を発表し、世界の脱炭素化に向けた国際協調を
呼びかけるとともに、今後重要とされる 10 年間の取組、クリーンエネルギーへの移⾏、イノベーショ
ンの促進などについて議論が⾏われた。 

IPCC が公表した第６次評価報告書第１作業部会報告書では、温暖化は⼈間の影響であることは疑いの
余地がないことなどが⽰された。 

気候変動枠組条約第 26 回締約国会議（COP26）開催。パリ協定の市場メカニズムの実施指針、透明性
枠組みの報告様式、NDC 実施の共通の機関（共通時間枠）等の重要議題で合意に⾄り、パリルールブッ
クが完成した。 

2022 年 

IPCC が公表した第６次評価報告書第２作業部会報告書では、⼈為起源の気候変動は、極端現象の頻度
と強度の増加を伴い、⾃然と⼈間に対して、広範囲にわたる悪影響とそれに関連した損失と損害を、⾃
然の気候変動の範囲を超えて引き起こしていることなどが⽰された。 
また、第６次評価報告書第３作業部会報告書では、⼈為的な温室効果ガスの正味の総排出量は、1850 年
以降の正味の累積 CO2 排出量と同様に、2010〜2019 年の間、増加し続けたことなどが⽰された。 

気候変動枠組条約第 27 回締約国会議（COP27）開催。気候変動対策の各分野における取組の強化を求
める COP27 全体決定「シャルム・エル・シェイク実施計画」、2030 年までの緩和の野⼼と実施を向上
するための「緩和作業計画」が採択された。加えて、ロス＆ダメージ（気候変動の悪影響に伴う損失と
損害）⽀援のためのロス＆ダメージ基⾦（仮称）の設置が決定された。 

2023 年 

IPCC が公表した第６次評価報告書統合報告書では、⼈間活動が主に温室効果ガスの排出を通して地球
温暖化を引き起こしてきたことには疑う余地がなく、1850 年から 1900 年を基準とした世界平均気温は
2011 年から 2020 年に 1.1℃の温暖化に達したこと、地球温暖化の進⾏に伴い、損失と損害は増加し、
より多くの⼈間と⾃然のシステムが適応の限界に達すること、温暖化を 1.5℃⼜は 2℃に抑制しうるか
は、主に CO2 排出正味ゼロを達成する時期までの累積排出量と、この 10 年の温室効果ガス排出削減の
⽔準によって決まること、全ての⼈々にとって住みやすく持続可能な将来を確保するための機会の窓が
急速に閉じており、この 10 年に⾏う選択や実施する対策が現在から数千年先まで影響を持つことなど
が⽰された。 

気候変動枠組条約第 28 回締約国会議（COP28）開催。パリ協定の⽬的達成に向けた世界全体の進捗を
評価するグローバル・ストックテイク（GST）に関する決定、ロス&ダメージ（気候変動の悪影響に伴
う損失と損害）に対応するための基⾦を含む新たな資⾦措置の制度の⼤枠に関する決定の他、緩和、適
応、資⾦、公正な移⾏などの各議題についての決定がそれぞれ採択された。 
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（４）わが国の地球温暖化に関する政策等 

１） 地球温暖化対策の推進に関する法律の改正 

温対法が一部改正され、2021 年 5 月に成立しました。今回の改正では、①パリ

協定・2050 年カーボンニュートラル宣言を踏まえた基本理念の新設、②地域の再エ

ネを活用した脱炭素化を促進する事業を推進するための計画・認定制度の創設、③脱

炭素経営の促進に向けた企業の排出量情報のデジタル化・オープンデータ化の推進等

が定められました。 

また、地方公共団体実行計画に、施策の実施に関する目標を追加するとともに、市

町村は、地域の再エネを活用した脱炭素化を促進する事業（地域脱炭素化促進事業）

に係る促進区域や環境配慮、地域貢献に関する方針等を定めるよう努めることとされ

ています。 

 

■地球温暖化対策推進法の主な改正点とそのポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：環境省「別添１_【概要】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」 
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２） 地球温暖化対策計画 

地球温暖化対策計画（2021 年 10 月 22 日閣議決定）は、地球温暖化対策の総合

的かつ計画的な推進を図るため、政府が温対法に基づいて策定する地球温暖化に関す

る政府の総合計画です。 

今回改定された地球温暖化対策計画は、気候サミットで表明した新たな削減目標を

踏まえたもので、その裏付けとなる対策・施策を記載して新目標実現への道筋を描い

ています。 

 

■地球温暖化対策計画における温室効果ガス排出削減目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：環境省「地球温暖化対策計画の改定について」 
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３） 気候変動適応計画 

気候変動適応法（平成 30 年法律第 50 号）第 8 条第 1 項に基づく気候変動適応

計画の第二次計画が 2021 年 10 月 22 日に閣議決定され、2023 年 5 月 30 日に

一部が変更されました。 

気候変動適応計画は、気候変動適応に関する施策を総合的かつ計画的に推進するこ

とで、気候変動影響による被害の防止・軽減、国民生活の安定、社会・経済の健全な

発展、自然環境の保全を図り、安全・安心で持続可能な社会を構築することを目指し

ており、基本戦略、進捗管理、分野別適応策、基盤的施策が記載されています。 

2023 年 5 月には、熱中症対策実行計画についての基本的事項を定めるなどの一

部変更が行われました。 

 

 

■気候変動適応計画の概要 

 
出典：環境省「気候変動適応計画の概要」 

  


